
 
  
 

令和８年４月 17 日 

環 境 政 策 課 
 

 

令和８年度新潟県雪国型ZEH宣伝支援事業補助金 
の申請受付を開始します 

 

本県は、戸建て住宅の割合が高く、多雪寒冷な気候のため、冬季の暖房由来の CO2

排出量が全国平均の２倍となっており、住宅のゼロエネルギー化の取組を推進するこ

とが重要です。このため、国の ZEH 基準よりも高断熱で、気密性が確保された住宅を

本県の基準として「雪国型 ZEH」と定め、その普及促進のため、宣伝に係る費用につ

いて、下記のとおり補助金申請の受付を開始します。 

 

記 

１ 事業の概要 

雪国型 ZEH の設計者、施工者、販売者や、広告事業者等が実施する雪国型 ZEH の

宣伝に係る費用に対して補助金を交付します。 

 

２ 補助対象、補助率及び補助上限額 

補助対象 補 助 率 補助上限額 

・雪国型 ZEH の広報費 

・気密性能試験費 

対象経費の 

１／２以内 
500千円 

※申請は補助対象者ごとに１回を限度とします 

 

３ 補助対象例 

・雪国型 ZEH の広報に係るもの 

（各種広告媒体による広報、セミナー・イベントの開催、チラシの作成） 

・気密性能が未測定の住宅を雪国型 ZEH として宣伝するための気密性能試験 

・その他、補助対象として適当と知事が認めるもの 

 

４ 申請受付 

（１）受付期間 

令和８年４月 17 日（金）～ 令和９年２月 10 日（水） 

※予算がなくなり次第終了となります。 

（２）申請方法 

電子メール又は郵送で、申請書を環境局環境政策課あてに提出 

※詳細は、県ホームページをご覧ください。 

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyoseisaku/zehsenden2.html 

 

 

 

新潟県報道資料 

本件についてのお問い合わせ先 

環境局環境政策課 カーボンゼロ推進室 秋山、横尾 

（直通）025-280-5642 （内線）2735 



新潟県雪国型ZEH宣伝支援事業補助金のご案内

〈募集受付期間〉

〈補助対象例〉

令和８年４月17日（金）～ 令和９年２月10日（水）
※予算がなくなり次第終了となります。

2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、ネット・ゼロ・エネルギーハウス（ZEH）よりも
高い性能を有する雪国型ZEHの普及を加速させるため、雪国型ZEHの設計者、施工者、販
売者や、広告事業者等が実施する宣伝に係る費用に対して補助金を交付します。

令和８年度

住宅建築・販売等に関わる
事業者のみなさまへ

補助対象 補助額 補助上限額

・雪国型ZEHの広報費
・気密性能試験費 ほか

対象経費の
２分の１以内

500千円

〈補助対象・補助率・補助上限額〉

・雪国型ZEHの広報に係るもの(各種広告媒体による広報、イベント等の開催、チラシの作成)
・気密性能が未測定の住宅を雪国型ZEHとして宣伝するための気密性能試験
・その他、補助対象として適当と知事が認めるもの
※広報に係るものについては、雪国型ZEHロゴマーク及びキャッチフレーズを記載することが必要で
す。また、媒体全体の概ね３割程度以上を断熱性能、気密性能、太陽光発電設備の全部ま
たはいずれかにかかる内容としてください。

〒950-8570 新潟市中央区新光町４番地１ 新潟県 環境局 環境政策課 カーボンゼロ推進室

E-mail : yukigunigata-zeh@pref.niigata.lg.jp

電話受付時間：月～金曜日(祝祭日・12月29日から１月３日を除く) ９時30分～12時、13時～16時

ＴＥＬ ： ０２５－２８０－５４７２

お問合せ先・申請受付窓口

〈補助対象者〉
・住宅の設計又は施工を行う者にあっては、雪国型ZEHビルダー・プランナー登録制度に登録し
ている者

・住宅の設計又は施工を行う者以外の者にあっては、県内に事業所を置く法人、団体（国、地
方公共団体を除く。）、個人事業者又は県内に事業所を置く法人を構成員とする企業であっ
て、暴力団排除条項に該当しないこと。

〈申請するには〉
申請書（第１号様式）を申請受付窓口に提出してください。
詳しくは、県ホームぺージ（https://www.pref.n i igata. lg .jp/site/kankyo/zehsenden2.html）

【新潟県ホームページ】
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